
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 9 6 5

件 名 等 業務用加湿器借上げ

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 賃貸借
約

全国的に新型コロナウイルスの新規感染者数及び重症者数は、令和２年１１月以降増加傾向が強まっており、南

相馬市でも感染の急拡大や病床のひっ迫する事態を回避するためにも、来庁者を含めた不特定多数の方が頻繁に
内

出入りする市庁舎内に業務用加湿器を設置することで、適度な湿度を保つ環境を整備する。

概 要
設置台数　１７台容
（本庁舎１階市民課フロア　３台、本庁舎２階正庁　２台、本庁舎４階議場　２台、西庁舎１階　２台

東庁舎１階　２台、北庁舎１階　２台、小高区役所１階　２台、鹿島区役所１階　２台）

三協エアテック株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　加来　裕生

方 大阪府　大阪市北区　芝田２丁目５番６号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　乾燥する季節に入る前に、来庁者を含めた不特定多数の方が頻繁に出入りする市庁舎内に加湿器を設置するこ

とで適度な湿度を保つ環境を早急に整備する必要がある。かつ、市庁舎は一般住宅と違い大面積の部屋が存在す

るため、150㎡の加湿能力をもった業務用加湿器を揃えており、加湿器が入手困難な情勢であるにも関わらず本
随

市が必要とする数量を短期間で納入できるのは、当該業者のみであることから、契約相手方として選定するもの

。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。
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